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衆
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院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
大
間
原
子
力
発
電
所
の
運
転
開
始
の
目
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時
期
の
先
送
り
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
大
間
原
子
力
発
電
所
の
運
転
開
始
の
目
標
時
期
の
先
送
り
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
大
間
原
子
力
発
電
所
の
運
転
開
始
の
目
標
時
期
に
つ
い
て
は
、
電
気
事
業
者
で
あ
る
電
源
開
発
株
式
会
社
（
以

下
「
電
源
開
発
」
と
い
う
。
）
が
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
電
源
開
発

が
平
成
二
十
七
年
九
月
四
日
に
公
表
し
た
「
大
間
原
子
力
発
電
所
の
適
合
性
審
査
状
況
を
踏
ま
え
た
安
全
強
化
対
策
工
事
の

時
期
の
見
直
し
等
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「
審
査
・
許
認
可
期
間
の
想
定
を
踏
ま
え
た
安
全
強
化
対
策
工
事
の
開
始
は
平

成
二
十
八
年
十
一
月
頃
、
終
了
は
平
成
三
十
三
年
十
二
月
頃
と
見
込
ま
れ
ま
す
。
な
お
、
運
転
開
始
時
期
に
つ
い
て
は
引
続

き
未
定
で
す
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
な
お
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
お
い
て
は
、
現
在
、
大
間
原
子
力

発
電
所
に
つ
い
て
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六

号
。
以
下
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
の
規
定
に
基
づ
く
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
等
に
定
め
る
基
準
（

以
下
「
新
規
制
基
準
」
と
い
う
。
）
に
係
る
適
合
性
審
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
該
審
査
に
要
す
る
期
間
に

つ
い
て
は
電
源
開
発
の
申
請
内
容
や
対
応
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
こ
と
か
ら
、
確
た
る
見
通
し
を
述
べ
る
こ
と
は
困
難
で

一



あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
当
初
の
「
経
理
的
基
礎
」
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
が
、
電
源
開
発
が
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
六
日
に
提
出
し
た
「
大
間
原
子
力
発
電
所
発
電
用
原
子
炉
設
置

変
更
許
可
申
請
書
（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
変
更
）
」
に
係
る
経
理
的
基
礎
に
つ
い
て
は
、
工
事
に
要
す
る
資
金
の
額
及
び

調
達
計
画
に
よ
り
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条

の
三
の
六
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
お
い
て
、
審

査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
民
間
企
業
で
あ
る
電
源
開
発
の
経
営
状
況
に
つ
い
て
述
べ
る
立
場
に
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
何
ら
か
の
財
政
支
援
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

現
時
点
に
お
い
て
、民
間
企
業
で
あ
る
個
別
の
電
気
事
業
者
の
経
営
に
対
す
る
支
援
を
検
討
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
な
い
。

四
に
つ
い
て

二



原
子
力
に
つ
い
て
は
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
」
（
平
成
二
十
六
年
四
月
十
一
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
燃
料
投

入
量
に
対
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
出
力
が
圧
倒
的
に
大
き
く
、
数
年
に
わ
た
っ
て
国
内
保
有
燃
料
だ
け
で
生
産
が
維
持
で
き
る
低

炭
素
の
準
国
産
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
、
優
れ
た
安
定
供
給
性
と
効
率
性
を
有
し
て
お
り
、
運
転
コ
ス
ト
が
低
廉
で
変
動
も

少
な
く
、
運
転
時
に
は
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
も
な
い
こ
と
か
ら
、
安
全
性
の
確
保
を
大
前
提
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造

の
安
定
性
に
寄
与
す
る
重
要
な
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
電
源
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
計
画
に
お
い
て
、
「
我
が
国
は
、
資
源
の
有
効
利
用
、
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
減
容
化
・
有
害
度
低
減
等

の
観
点
か
ら
、
使
用
済
燃
料
を
再
処
理
し
、
回
収
さ
れ
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
等
を
有
効
利
用
す
る
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
の
推
進
を

基
本
的
方
針
と
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
全
炉
心
で
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
に
よ
る
発
電
を
予
定
し
て
い
る
大
間
原
子
力
発
電
所
に
つ
い
て
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

政
策
や
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
政
策
の
推
進
の
視
点
か
ら
、
重
要
な
原
子
力
発
電
所
の
一
つ
と
認
識
し
て
い
る
。

三


